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景観エリアリノベーションに向けた論点

第３回 地域資源の保全と活用に向けた歴史まちづくりや景観行政に関するワーキンググループ
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論点

「規制誘導にかかる事項に加え、エリアの景観を再生するた
めの事項を景観計画（景観法）に追加することは妥当
か？」

論点❶

論点❷

論点❸

論点❹

論点❺

「景観整備機構に民間事業者を追加することは妥当か？」

「物件の掘り起こしや、活用意欲を失った所有者からの現物出
資や貸付を促進し、連鎖的に再生を拡大する上で、対応の方

向性で示した仕組みが有効に機能するか？」

「目的の達成を図るため、景観行政団体（市町村等）は
どのように関与・支援すべきか？」

「全国的に景観エリアリノベーションを展開し、裾野を広げるた
めには、どのような取り組みを行うことが有効か？」
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